
２）道路特定事業計画の対象経路 

※バリアフリー基本構想において、「今後機会を捉えて検討する」とされている「自転車の走行環境の整備」については、

横浜市自転車活用推進計画に基づき検討することとする。 

※バリアフリー基本構想において、経路３-５「歩道の平坦性改善の検討」があげられているが、現地調査の結果、勾配が基

準内に収まっていることが確認されたので、本計画では対象としないこととする。 
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